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告

示

山
口
県
告
示
第
二
百
五
十
二
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
元
年
十
二
月
十
日
か
ら
一
月
間
山
口
県
土
木
建
築
部
道
路
整
備
課
に
お
い

て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
元
年
十
二
月
十
日

山
口
県
知
事

村
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嗣
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道
路
の
種
類

県
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場
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域

区
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三
二
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新
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三

最
広

一
七
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三
一
・
一
道
路
改
良
工
事
の

完
了
に
よ
る
。

山
口
県
告
示
第
二
百
五
十
三
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
供
用
を
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
元
年
十
二
月
十
日
か
ら
一
月
間
山
口
県
土
木
建
築
部
道
路
整
備
課
に
お
い

て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。
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県

道

勝
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線
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西
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一
三
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か
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同
市
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大
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同
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一
三
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七
の
七
地
先
ま
で

令
和
元
年
十
二
月
十

一
日

山
口
県
告
示
第
二
百
五
十
四
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
道
路

の
位
置
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
周
南
土
木
建
築
事
務
所
に
備
え
付
け
て
縦
覧
に
供
す
る
。
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十
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及
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幅
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ト
ル
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延
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(メ
ー
ト
ル
)

指
定
年
月
日

下
松
市
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音
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二
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目
一
八
一
の
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一
八
一
の
四
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局
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札
に
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等
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県
立
学
校
コ
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ュ
ー
タ
教
室
用
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器

一
式

三

契
約
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相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札

四

落
札
者
を
決
定
し
た
日

令
和
元
年
十
月
十
八
日

五

落
札
者
の
名
称
及
び
そ
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

富
士
ゼ
ロ
ッ
ク
ス
山
口
株
式
会
社

山
口
市
小
郡
黄
金
町
四
番
一
号

六

落
札
金
額

六
千
六
百
六
十
二
万
七
千
七
百
十
五
円

七

入
札
公
告
日

令
和
元
年
九
月
六
日

八

そ
の
他

㈠

契
約
担
当
者

山
口
県
知
事

村
岡

嗣
政

㈡

調
達
方
法

購
入

㈢

落
札
方
式

最
低
価
格

教
育
委
員
会

教
育
職
員
免
許
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
元
年
十
二
月
十
日

山
口
県
教
育
委
員
会

山
口
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
四
号

教
育
職
員
免
許
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

教
育
職
員
免
許
に
関
す
る
規
則
（
平
成
元
年
山
口
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

別
記
第
五
号
様
式
中

「⚑
成
年
被
後
見
人
又
は
被
保
佐
人

⚒
禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
者

⚓
教
育
職
員
免
許
状
が
そ
の
効
力
を
失
い
、
当
該
失
効
の
日
か
ら
⚓
年
を
経
過
し
な

い
者

⚔
教
育
職
員
免
許
状
取
上
げ
の
処
分
を
受
け
、
当
該
処
分
の
日
か
ら
⚓
年
を
経
過
し

な
い
者

⚕
日
本
国
憲
法
施
行
の
日
以
後
に
お
い
て
、
日
本
国
憲
法
又
は
そ
の
下
に
成
立
し
た

政
府
を
暴
力
で
破
壊
す
る
こ
と
を
主
張
す
る
政
党
そ
の
他
の
団
体
を
結
成
し
、
又
は

こ
れ
に
加
入
し
た
者

」
を

「⚑
禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
者

⚒
教
育
職
員
免
許
状
が
そ
の
効
力
を
失
い
、
当
該
失
効
の
日
か
ら
⚓
年
を
経
過
し
な

い
者

⚓
教
育
職
員
免
許
状
取
上
げ
の
処
分
を
受
け
、
当
該
処
分
の
日
か
ら
⚓
年
を
経
過
し

な
い
者

⚔
日
本
国
憲
法
施
行
の
日
以
後
に
お
い
て
、
日
本
国
憲
法
又
は
そ
の
下
に
成
立
し
た

政
府
を
暴
力
で
破
壊
す
る
こ
と
を
主
張
す
る
政
党
そ
の
他
の
団
体
を
結
成
し
、
又
は

こ
れ
に
加
入
し
た
者

」
に
改
め

る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
元
年
十
二
月
十
四
日
か
ら
施
行
す
る
。
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